
 

 

 

 

 

 

 
 

■須坂地区伝統的建造物群保存地区の予定範囲が了承されました 

2021年 11月 16 日、第２回伝統

的建造物群保存地区保存審議会におい

て、須坂地区伝統的建造物群保存地区

範囲（案）がおおむね了承されました

（裏面をご覧ください）。 
 

伝統的建造物群保存地区（以下「伝建地区」）の範囲内では、歴史的な建物などをまわり
・ ・ ・

の
・

景観
・ ・

と
・

とも
・ ・

に
・

保存することになるため、歴史的な建物などが連続する「町並み」の維持・継承

が可能になります。伝建地区の範囲内では、歴史的な建物を修理する場合や、新しい建物であ

っても「町並み」の特徴にあわせて外観を整える場合には、市が補助金を用意し、「町並み」

全体の保存を図ります。 

その一方で、歴史的な建物のまわり
・ ・ ・

の
・

景観
・ ・

も

非常に重要視されるため、古い建物、新しい建

物に関わらず、伝建地区の範囲内で新築・改

築・増築・取り壊し等を行う際には市の許可を

受けることが必要になり、建物の構造や外観に

一定の基準等が設けられるようになります。 

伝建地区の予定範囲内にお住まい、または土

地を所有されている皆さまへは、今後改めて制

度の説明会を開催してまいりますので、ぜひご

出席いただき、ご意見等賜りますようお願いい

たします。 

第２回伝統的建造物群保存地区保存審議会の開催報告 
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裏面もご覧ください 

伝統的建造物群保存地区保存審議会とは… 
 

○保存地区の保存等に関する重要事項（保存地区の区

域の設定、助成措置の検討、保存活用計画の策定）

について、調査・審議し、公平かつ専門的な第三者

の立場から市長及び教育委員会に建議する。 



■須坂地区伝統的建造物群保存地区 予定範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼町並みの古写真を探しています▼ 

明治から昭和４０年代までの歴史的な町並み（大字須坂辺り）が写っている古い写真を探し
ています。今後町並みを整えていくための貴重な資料です。ご自宅にお持ちの方はぜひご連
絡ください。なお、写真は複写した後にお返しします。 

 

旧越家住宅 

春木町交差点 

墨坂神社（芝宮） 

八十二銀行 

中町交差点 

新町交差点 

生涯学習センター 

（旧中央公民館） 

寿泉院 

須坂クラシック美術館 

信州医療センター 


